
　市では、妊婦さんの接種予約（市内医療機関）を先行して受け付け
ています。出産予定日が近く、早く接種したいなどの個別のご相談は、
ワクチン対策室までご連絡ください。

■お問合せ　新型コロナワクチン対策室　☎0297（21）7111

　茨城県では感染拡大市町村などに所在する全ての飲食店に対し、感染対策の観点などから、営
業時間短縮の要請がされております。ご協力いただいた事業者には、県から協力金が支給されます。

 支給対象者 　全ての飲食店（食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者）
　　　　　　　※通常午後8時から午前5時までの間に営業を行っている飲食店が対象
　　　　　　　※いばらきアマビエちゃんに登録し感染防止対策を実施していること
　　　　　　　※テイクアウト、デリバリー、コンビニなどのイートインは要請の対象外

 要　請　期　間 　7月 30日（金）～9月 12日（日）
 要　請　内　容 　次の期間で要請内容が違いますのでご注意ください。
　　　　　　　◦7月 30日（金）～8月 7日（土）
　　　　　　　　午後8時から午前5時までの営業自粛（酒類の提供は午後7時まで）
　　　　　　　◦8月 8日（日）～9月 12日（日）
　　　　　　　　午後8時から午前5時までの営業自粛
　　　　　　　　（酒類の提供（持ち込みを含む）およびカラオケ設備の利用は終日停止）
　　　　　　　　※9月6日時点の情報です。最新情報については、茨城県ホームページをご覧ください。

 申　請　方　法 　電子申請または書面郵送にて申請してください
 申　請　期　限 　令和3年 10月 31日（日）まで
■お　問　合　せ　・送付先　〒310-8555
　　　　　　　　　　　　茨城県水戸市笠原町978-6
　　　　　　　　　　　　茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口　宛
　　　　　　　・電話相談窓口　☎029（301）5393（平日の午前9時～午後5時）

営業時間短縮要請に係る協力金（県）

妊婦さんの先行予約を受付中

電子申請は　
こちら▶

制度に　
ついて▶

時短要請対象の
飲食店向け

■接種会場　
　古河市生涯学習センター総和
　「とねミドリ館」
　（古河市前林1953-1）

■接種するワクチンの種類
　武田／モデルナ社
・４週間の間隔で2回接種
・接種対象 �坂東市に住民票があり、

接種をまだ受けていない
12歳以上の方

　※�16 歳未満の方は、保護者の同意・
同伴が必要です。

■１回目接種日時 9月6日（月）～10月3日（日）
　（坂東市枠・1日あたり110人程度）
　①�午前 9時～ 10時　②�午後 2時～ 3時
　③�午後 7時～ 8時
　※ �2回目の接種日は、1回目の接種日から4週間後の同

じ曜日の同じ時間となります。

■予約方法（接種には予約が必要です）
　�茨城県電子申請・届出サービスから予
約を受け付けます。
　※�電話および坂東市の新型コロナワ

クチン接種予約サイトからの予約
はできません。

予約申し込み ▶

はこちらから　

県の大規模接種会場での接種予約を受付中
〈早く接種したい方はご利用ください 夜間・土日の接種枠もあります〉
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